
また、振替につき直近でお申込の内容は振替口座欄に反映されていないことがあります。

５

５ ５ 6

6 6 6

５ ５

納付書または口座振替による納付が必要です。（未納額が0円の場合納付は不要です。）

5



税額変更等により還付となる場合、納税通知書を送付後、別途
還付の手続きに関する書類（「過誤納金還付充当通知書」及び
「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」）をお送りいたしますので、
手続きをお願いします。（※1）手続きいただいた後、ご指定の口
座に振り込みするまでに3～4週間程度お時間をいただいています。
「配当割・株式等譲渡所得割の控除額」による還付（※2）の
書類については、6月末頃に送付を予定しています。「年金から4
月と6月に引き落としされた税額」の還付の書類については、7
月末頃に送付を予定しています。

（※1）法律の定めにより、納期限到来済みの未納の税額に充
当する場合があります。

（※2）法律の定めにより、当該年度の所得割から控除しきれ
なかった金額（控除不足額）がある場合、均等割に充
当いたします。
それでもなお充当しきれなかった金額がある場合は、
当該金額が還付されます。
（ただし、納期到来済みの未納の税額に充当する場合
があります。）

納付書裏面をご確認ください。なお、口座振替をご利用中の場
合は、原則として納税通知書に記載の金融機関の口座から振替
となります。（納付書は同封されません。）

5

全期前納分又は

全期前納分を使用された場合
期別納付書は破棄してください。

５



５



居住開始が平成26年4月1日以降で、住宅取得の際の消費税率が8％又
は10％、かつ一定の要件を満たす場合の上限額は136,500円。）

５


